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「冬季死亡災害ゼロ100日運動」が始まりました！Ⅰ

11月21日から「冬季死亡災害ゼロ100日運動」が始まりました。

当地域では、死亡労働災害の防止と徹底を図るため、夏季の

101日間と冬季の100日間を労働者の生命を守る重要な活動期

間と位置づけ、平成８年度から継続して「夏季死亡災害ゼロ101

日運動」と「冬季死亡災害ゼロ100日運動」に取り組んでいます。

自分たちの職場での「死亡災害ゼロ」を確実なものとし、ひいて

は当地域での「死亡災害ゼロ」を達成するため、各事業場におか

れましては、安全衛生管理体制を強固なものとし、労働者一人ひと

りの安全衛生意識の高揚を図り、労使双方の協力のもと各重点事

項への取組みをお願いします。

なお、今回の重点は、【冬季要因による転倒災害をなくそう！】【冬

季要因による交通労働災害をなくそう！】【墜落災害をなくそう！】

【製造装置等機械設備による労働災害をなくそう！】【車両系機械

による労働災害をなくそう！】の５つとしています。各重点の詳細につ

いては、運動リーフレットの裏面をご確認ください。

冬季以外の転倒は躓いて前向きに転倒することが多
く、負傷部位は手や足となることが多いですが、冬季
の転倒は滑って後頭部を路面に打つように転倒するこ
とが多く、負傷内容は頭部打撲、脳震盪や外傷性クモ
膜下出血などの重症になることも少なくありません。
昨シーズンの当署管内での休業４日以上の冬季特
有要因による労働災害は、前シーズンの３件から急増
して21件と多発しました。このうち、転倒が18件、墜落
が３件、交通事故などその他冬季災害は０件でした。
18件の中には、背中・腰・臀部を打つ事案も多いです
が、頭部打撲・脳震盪・外傷性クモ膜下出血となった
事案も複数ありました。

（１）転倒災害の特徴 （２）冬季の“歩き方”

～ペンギン歩行を意識して～
冬季の転倒防止の管理としては、除雪や融雪剤散布
といったことも当然必要になりますが、中には、職場の
管理外の場所（例えば公道）を移動すること、除雪等
をしても時間の経過で環境が戻ること、気象状況が
日々異なることなど、確実な管理が行ないにくい面もあ
ります。
転倒防止の視点（種類）にもさまざまありますが、「安
全な歩き方」のポイントを全労働者に安全教育すること
も効果があります。
ぜひ、安全な歩き方を意識して、この冬を安全に乗り
越えましょう。

～ 安全な歩き方の例 ～
 歩幅は小さく
 すり足で
 靴の裏全体をつけて（体重は足全体にかける）
 ゆっくりと
 腰を落とし気味でひざを曲げて
 両手でバランスを意識して
 滑りにくい靴を履く など

（３）体操でからだをほぐそう

冬季は寒さによって身体が硬直しやすくなります。
ラジオ体操や転倒予防体操、けんせつ体幹体操などで
身体を十分にほぐしてから安全作業を進めましょう。

また、特徴として、
① 18件中12件（約７割）は、
午前６時頃から午前８時30
分に発生していること。

② 12件のうち７件は、出勤時
に発生していること。

③ 12件のうち３件は、除雪作
業中に発生していること。

が見られました。

朝、職場の駐車場から職場の玄関までの間を移動
中に転倒、仕事を開始する前の除雪作業中に転倒が
多いので、冬季の転倒防止は、朝対策がポイントと言
えそうです。
（対策内容は運動リーフレットの裏面をご確認ください）



 一関労働基準監督署管内で令和７年に発生し
た休業４日以上の労働災害による死傷者数（新
型コロナウイルス感染症によるものを除く）（10
月末現在）は全産業において128人で、前年同
期比で＋25人となりました。

 主な業種別では、製造業が41人(前年同期比
＋14人) 、保健衛生業が18人(同＋４人) 、商業
が14人(－１人) 、建設業が13人(同－７人)、運
輸交通業が11人（同±０人）などとなっています。

 事故の型別では、「転倒」が43(同＋18人)、
「墜落、転落」が27人(同＋５人)、 「はさまれ、巻
き込まれ」が11人(同＋３人) などとなっています。

 今年も年代が高いほど被災者が多い特徴に変
化がなく、とくに60代での発生が最も多い状況
となっています。（⇒ｴｲｼﾞﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝへの
取組みが大切です）

労働災害の発生状況Ⅳ

★労働災害事例 （10月把握分の一部）

 【製造業】≪はさまれ、巻き込まれ≫
複数の糸を集約するロール機のロールに指を巻き
込まれた。カバーは設置されていなかった。

 【製造業】≪切れ、こすれ≫
食品製造用のコンベアベルトにねじれを見つけ、直
そうとカバーの脇の隙間から手を入れたところ、切
断用カッターに接触した。

 【ビルメンテナンス業】≪墜落≫
ホテルの受水槽の洗浄作業後の点検時、受水槽天
板上に敷いた滑り止め用の段ボールで足を滑らせ、
４ｍ下に墜落した。

 【旅館業】≪墜落、転落≫
高さ80㎝の脚立の天板部分に乗って天井のシーリ
ングライトの清掃作業中に、体勢を崩して墜落した。

 【飲食店】≪転倒≫
エレベーターに乗るために走ったところ、身体のバラ
ンスを崩して前に倒れた。

 【製造業】≪動作の反動、無理な動作≫
重さ13㎏の脱型したブロックを下ろして立ち上がろ
うとした時、腰に激痛を感じた。

いわて年末年始無災害運動
冬季転倒災害防止対策強化期間
への取り組みもお願いします。

Ⅱ

製造業での増加が著しく（前年同期比＋51.9％）、とく

に事業場規模では労働者数50人以上の事業場が製

造業全体の73％を占めています。①安全管理者の職

務、②安全委員会での審議、を適切に実施していただく

ようお願いします。

岩手労働局では、12月１日から令和８年１月31日ま

で「いわて年末年始無災害運動」を展開します。また、

冬期間における転倒災害を防止するため、12月から２

月までを「冬季転倒災害防止対策強化期間」と定め、

「いわて年末年始無災害運動」と連動して転倒災害防

止に取り組みます。

詳しくは、各運動のリーフレットをご確認ください。

年末年始の多忙な時期が近づき、これから
作業を「急いで」行うことが増えてくるかも
しれません。
作業を「急いで」行うということは文字通り、作業
にかける時間を短縮するということを意味しています
ので、通常行う確認や点検等に十分な時間をかけられ
ず疎かになってしまう危険性を孕んでいます。あるい
は、時間短縮のため全く省略してしまうということも
あるかもしれません。
忙しい中にあっても労働災害の発生を防ぐため、右
の事項について労使間で再確認をお願いします。

年末年始の慌ただしい中での危険行動を防ぐため、
以下に目を通し、心の中に留めておきましょう

左記を防ぐために、次のことを心がけましょう

 ムリの無いスケジュール管理に努めること
 安全な進捗が困難な場合は、注文者や
上司などと協議すること

 作業内容等を計画変更する場合には、
安全対策も十分に確認すること

 日常的な打合せの実施、こまめな報・連・
相の徹底を行うこと

 現場の様子を確認し、必要に応じてその対
応を行うこと
（安全指示あるいは作業スケジュールの再検討・打合せ）

 点検はいつも以上に慎重かつ念入りに行う
こと

 注意行動を行うこと（一人KY、相互問いか
けKY（声かけ）、指差呼称）

 体操をして身体をほぐす、十分に休みを取
ること

 ストレスを溜めないこと

年末年始の慌ただしさによる
危険を防ぎましょう
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